
平成３０年度地方税制改正（税負担軽減措置等）要望事項 

（ 新 設 ・ 拡 充 ・ 延 長 ・ その他 ） 

No  ７ 府 省 庁 名  厚生労働省              

対象税目 個人住民税  法人住民税  事業税  不動産取得税  固定資産税  事業所税  その他（       ） 

要望 

項目名 
協同組合等に係る受取配当等益金不算入制度における特例の適用除外等 

 

要望内容 

（概要） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・特例措置の対象（支援措置を必要とする制度の概要） 

 消費生活協同組合連合会 

 

・特例措置の内容 
 平成29年度税制改正においては、受取配当等益金不算入制度の中で、協同組合等の連合会等への普通出資に係
る配当について、益金不算入割合を一律50％とする特例が租税特別措置法に創設されたところであるが、協同組
合等が行う連合会等に対する出資の中で、平成19年の消費生活協同組合法（以下「生協法」という。）改正に基づ
いて消費生活協同組合連合会（以下「生協連合会」という。）が行った共済事業分離のための現物出資については、
協同組合等が一般に事業利用目的として行う出資とは性格が異なる。 
このため、生協連合会が行った当該共済事業分離目的の現物出資に係る配当金については、租税特別措置法の協

同組合等の特例を適用せず、法人税法本則を適用する等の取扱いとすることを要望する。 
 

 

 

関係条文 

法人税法第２３条 

租税特別措置法第６７条の８ 

減収 

見込額 

［初年度］ ▲18    （  －  ）  ［平年度］ ▲18     （  －  ） 

［改正増減収額］ －                            （単位：百万円） 

 

要望理由 

（１）政策目的 

生協連合会は、会員である消費生活協同組合（以下「生協」という。）の事業や活動への支援を通じて会員生協

の組合員ないし国民の生活の安定と向上に寄与している。また生協は地域経済の柱となり国民の生活を支える一主

体である。このため、生協連合会を支援することにより国民の生活の安定と向上を図る。 

 

（２）施策の必要性 

生協連合会が行った一定の出資（共済分離目的の現物出資）については、 

・共済事業分離の目的で行われたものであり、事業利用目的とは異なる特殊な出資であるため、平成２９年度税
制改正で設けられた協同組合等に係る受取配当等益金不算入制度における特例から適用除外をし、法人税法本則
に戻す等の取扱いとすることが適当である。 

・共済事業分離に伴う生協連合会間の密接な関係性及び二重課税を排除する法人税法の受取配当等益金不算入制
度の趣旨に鑑み、支配目的の出資と同様の益金不算入制度を適用することが適当である。 

※ 平成19年の生協法改正において、共済契約者保護の観点から、共済事業と購買事業など他の事業との兼業を
禁止。従来兼業していた生協連合会は、共済事業を別の生協連合会に分離（移転）する必要があった。 

※ また、平成20年度から平成22年度の間、共済事業を分離するために行われた共同事業現物出資については、
租税特別措置法において適格現物出資要件を満たすとされた。 

 

 

本要望に 

対応する 

縮減案 

 

－ 
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合
理
性 

政策体系におけ

る政策目的の位

置付け 

基本目標Ⅶ  ナショナル・ミニマムを保障し、社会変化に対応した福祉サービスを提供するとと
もに、自立した生活の実現や安心の確保等を図ること 

施策大目標１ 生活困窮者等に対し適切に福祉サービスを提供するとともに、地域共生社会の実現
に向けた体制づくりを推進し、地域の要援護者の福祉の向上を図ること 

施策目標１-１ 生活困窮者等に対し適切に福祉サービスを提供するとともに、地域共生社会の実現 

に向けた体制づくりを推進し、地域の要援護者の福祉の向上を図ること 

政策の 

達成目標 

 生協連合会は、会員生協の事業や活動を通じて、会員生協の組合員ないし国民に利益を還元し、

国民生活の安定と向上を図る。 

 

税負担軽減措

置等の適用又

は延長期間 

－ 

同上の期間中

の達成目標 

－ 

政策目標の 

達成状況 

－ 

 

 

 

有

効

性 

要望の措置の 

適用見込み 

適用件数見込み 
２団体（最大で５団体） 

 ※５団体が当該出資を実施。うち、２団体が出資配当を受け取り（平成28年度実績） 

要望の措置の 

効果見込み 

（手段としての

有効性） 

生協連合会は、会員生協の事業や活動を通じて、会員生協の組合員ないし国民に更なる利益の還

元を図る。 

相

当

性 

当該要望項目 

以外の税制上の

支援措置 

・協同組合等の法人税の軽減税率 
 

・国税について、同様の要望を提出している。 

予算上の措置等

の要求内容 

及び金額 

なし 

 

 

上記の予算上

の措置等と 

要望項目との

関係 

－ 

要望の措置の 

妥当性 

 生協連合会が、適切な配当財源を確保することにより、経営基盤が安定・強化し、その効果は会

員生協の事業や活動を通して会員生協の組合員ないし国民に波及する。 
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税負担軽減措置等の 

適用実績 

－ 

 

 

 

 

 

 

「地方税における

税負担軽減措置等

の適用状況等に関

する報告書」に 

おける適用実績 

－ 

税負担軽減措置等の適

用による効果（手段と

しての有効性） 

－ 

前回要望時の 

達成目標 

－ 

前回要望時からの 

達成度及び目標に 

達していない場合の理

由 

－ 

 

 

 

これまでの要望経緯 

－ 
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